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 常勤職員向け 
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● 提出書類一覧（出産する職員） 
【妊娠中】 

提出が必要な書類 添付書類 提出時期 提出先 

妊婦の職務専念義務免

除申請書 

妊娠していることを証明する医師

の証明書 

妊娠後、必要に応じて申

請 

人事主管課 

（所属長経由） 

産前休暇請求書 
出産予定日を証明する医師の証明

書 

前日まで 人事主管課 

（所属長経由） 

産前産後休業掛金 

免除申出書 

産前休暇請求書と同じ 産前休暇に入る月の前月

１５日 

※共済事務担当課 

【出産後】 

提出が必要な書類 添付書類 提出時期 提出先 

産後休暇届 

出産日を証明する書面 

※出産（生）証明書の写しなど医

師又は助産師の証明のあるもの 

出産後速やかに 人事主管課 

（所属長経由） 

育児休業承認請求書 
子の氏名、請求者との続柄、生年

月日を証明する書類 

１か月前まで 人事主管課 

（所属長経由） 

出産費・家族出産費等

請求書 

・明細書(出産費、出産費用、参加

医療保障制度加入の有無が確認で

きるもの) 

・合意文書(直接支払制度を利用

する旨が記載されているもの)等 

出産後速やかに ※共済事務担当課 

産前産後休業掛金 

免除申出書 

産後休暇届と同じ 出産後速やかに ※共済事務担当課 

育児休業手当金 

請求書 

 育児休業に入る月の前月

１５日 

※共済事務担当課 

育児休業支援手当金 

請求書 

・配偶者の休職辞令の写し等 

・母子健康手帳又は住民票 

請求期間の末日以降 ※共済事務担当課 

育児休業掛金 

免除申出書 

 育児休業に入る月の前月

１５日 

※共済事務担当課 

【復職時】 

提出が必要な書類 添付書類 提出時期 提出先 

（育休を短縮する場合） 

養育状況変更届 

 復職日が確定後速やかに 人事主管課 

（所属長経由） 

部分休業承認請求書 
子の氏名、請求者との続柄、生年

月日を証明する書類 

前日まで 人事主管課 

（所属長経由） 

育児短時間勤務 

承認請求書 

子の氏名、請求者との続柄、生年

月日を証明する書類 

１か月前まで 人事主管課 

（所属長経由） 

育児時短勤務手当金 

請求書 

子の氏名、請求者との続柄、生年

月日を証明する書類 

請求月の翌月以降 ※共済事務担当課 

※共済事務担当課 

市長部局・教育委員会等：職員課福利厚生係 

消防局：消防局総務課総務係 

医療センター：医療センター総務課 



はじめに 

  

 市では、職員の仕事と子育ての両立及び女性の職業生活における活躍の推進を図るため、「船橋

市次世代育成支援及び女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画」を策定し、職場環境の

整備など職場をあげて子育て支援に取り組んでいます。 

このパンフレットでは、妊娠から、出産、子育て期間中における休暇や給付制度の概要について

まとめてあります。仕事と子育ての両立には、子育てに携わっている職員だけでなく、職場の管理

職員、先輩、仲間が一体となり、子育て支援に取り組んでいく必要があります。管理職員をはじめ

全ての職員が育児に関する休暇制度等を理解し、次代を担う子どもたちを社会全体で育てていくこ

とが大切です。 

このパンフレットを「勤務時間・休暇実務の手引」とともに活用いただき、仕事と子育ての両立

をみんなで応援していきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【相談・お問合わせ】 

   休暇休業・職免制度……………………………………………人事課労務企画係（４３６－２１８６） 

   給与関連………………………………………………………………職員課給与係（４３６－２１３４） 

   共済関連…………………………………………………………職員課福利厚生係（４３６－２１３６） 

   育児休業復帰支援プログラム・このパンフレットに関する問合せ…………人材育成室（４３５－８６４２） 

   ※市長部局等以外の所属の方は、各人事主管課へお問い合わせください。 
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出 産 ま で 

 

（１）自分の妊娠／配偶者の妊娠に気づいたら 

まず職場の管理職員にできる限り早く申し出て、勤務内容についての配慮や休暇の取得方法に

ついて話し合ってください。 
 

（２）管理職員の方へお願いします 

以下のことについて話し合ってください。 

 

 〇育児休業等の制度周知と『育児休業取得意向確認書』による育児休業取得の意向確認 

  ※『育児休業取得意向確認書』は人事主管課に提出 

○勤務体制の変更（深夜勤務や時間外勤務） 

○勤務緩和措置（時差通勤）の希望の有無 

○担当業務の交代など 

（妊娠中の職員には負担のかからない業務の割り当てなど配慮してください。 

・重量物を取り扱う業務 ・有害ガスを発散する場所における業務など 

労働基準法第６４条の３に基づく業務に就かせてはいけません。） 

○産前休暇開始までの担当業務の引継計画 

○代替職員配置について担当部署と調整 

 

 

（３）定期健診のときは【妊娠中の職員等】 

  妊娠中または出産後１年以内の職員が母子保健法に基づく保健指導・健康診査を受ける場合、 

特別休暇を取得できます。 

 
（注）勤怠管理システムが導入されていない場合は、休暇整理簿等の紙媒体で申請してください。 

以下、勤怠管理システムによる他の申請についても同様に読み替えてください。 

  

保健指導 

・ 

健康診査 

（特別休暇） 

 

有給 

 

■期間 

 妊娠中 妊娠２３週まで      ４週間に１回 

     妊娠２４週～３５週まで  ２週間に１回 

     妊娠３６週以降      １週間に１回 

 出産後１年以内    医師または助産師の指示による 

 妊娠期間中「母親教室」についても４回まで取得できます 

■時間 

 必要と認められる期間を１時間単位 

■手続 

 勤怠管理システム（注）→【服務＞休暇＞特別休暇（その他）】にて事

由「保健指導・健康診査」を選択して申請してください 

※年次有給休暇との連続取得も可能です 
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（４）深夜勤務および時間外勤務を制限できます【妊娠中の職員】 

母体保護の観点から、妊娠中の職員が所属長に申し出た場合は、深夜勤務および時間外勤務が 

制限されます。 

       

（５）時差通勤が可能です【妊娠中の職員】 

  妊娠中の職員の母体及び胎児の健康を保護するため、職務専念義務が免除されます。 

妊娠中の職員の

勤務緩和措置 
（職免） 

 

■期間 

 医師より妊娠していることの証明を受けた後～産前休暇に入るまで 

（予定日不明の場合は３か月が限度） 

■時間 

 始業時か終業時、１日につき最大１時間 

（３０分単位。朝夕分けての取得も可） 

■手続（紙様式での提出と勤怠システムへの入力が必要です） 

 ・「妊婦の職務専念義務免除申請書」と「妊娠していることを証明する

医師の証明書（コピー可）」を所属長経由で人事主管課へ 

・勤怠管理システム→【服務＞妊娠・育児・介護＞妊婦の職免】にて

「妊婦の職務専念義務免除申請書」の内容を申請し、実際に取得した

日については【服務＞実績管理＞実績入力（休暇等）】から実績を申請

してください 

※年次有給休暇、部分休業との連続取得はできません 

 

（６）休養・補食について【妊娠中の職員】 

  妊娠中の職員が、担当業務等が母体または胎児の健康保持に影響があると、医師または助産師 

から休憩時間の延長、休憩回数の増加等の指導を受けた場合、指示を受けた休養・補食のために 

必要な時間、職務専念義務が免除されます。 

 

 

  

妊娠中の職員の

休養・補食 

（職免） 

 

■取得単位 

 必要な時間１分単位 

■手続 

 勤怠管理システム→【服務＞休暇＞職務専念義務免除】にて職専免「妊

娠中の女子職員の休養、補食のための職免」を選択して申請してくだ

さい 

※勤務時間の始業または終業時に請求することはできません。また、各

種休暇や他の職務専念義務免除との連続取得も認められません。 
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（７）体調が悪いときは（病気休暇）【妊娠中の職員】 

妊娠中で体調がすぐれないときは、無理をしないで職場の管理職員に申し出ましょう。 

妊娠に伴う症状であっても、医師の診断によっては、病気休暇を取得することが可能です。 

 

 

（参考） 

〇不妊治療に係る通院等のときは【不妊治療を行う職員】 

 不妊治療のために通院等する場合に、特別休暇を取得できます。 

 

〇生理のときは【女子職員】 

 生理日に勤務することが著しく困難な場合に、特別休暇を取得できます。 

 

 

 

個人差はありますが、以下の状況が該当すると考えられます。 

・痛み止めを使っても痛み止めが十分に効かず、痛みが続く場合 

・生理による不快な症状が強い場合に１～２日間安静にしても、その症状が継続する場合 

月経に伴う下腹部痛、腰痛、頭痛、吐き気、嘔吐といった症状で日常生活に支障 をきたしてい

る場合は、月経困難症と診断されます。月経困難症は、子宮内膜症や子宮筋腫などの病気が原因

となる場合や、将来それらの病気につながる可能性があります。 

このような症状がある場合は、まずは産婦人科医への相談を考えてみましょう。 

出典：厚生労働省「働く女性の心とからだの応援サイト」特集 働く女性と生理休暇 一部抜粋  

出生サポート

休暇 

（特別休暇） 

 

有給 

 

■期間 

 １年度（４月から翌年３月）において６日（体外受精及び顕微授精の場合にあ

っては、１２日）の範囲内 

■時間 

 必要と認められる期間を１時間単位 

■手続 

 勤怠管理システム→【服務＞休暇＞特別休暇（その他）】にて事由「出生サ

ポート休暇」を選択して申請してください 

※年次有給休暇との連続取得も可能です 

生理休暇 

（特別休暇） 

 

有給 

 

■期間 

 ２日以内（周期ごと） 

■時間 

 １日又は１時間単位 

■手続 

 勤怠管理システム→【服務＞休暇＞生理休暇】にて申請してください 

※年次有給休暇との連続取得は不可 

「生理日の勤務が著しく困難」とは？ 
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出産前後 

 

（１）管理職員の方へお願いします 

「育児休業者復帰支援プログラム」に基づき、概ね産前休暇等開始１か月前に面談を実施し、

休業中の支援方法等（情報提供内容や連絡方法）について話し合ってください。 

また、面談時には以下のことについて確認してください 

 
＜産前＞ 

 ○「産前休暇請求書兼産後休暇届」の提出について（時期や方法） 

○育児休業の予定期間 

 

＜産後＞ 

○「産前休暇請求書兼産後休暇届」の提出について 

○育児休業に必要な書類の提出について 

○出産や育児休業に関する給付金などの手続きの案内 

○子どもの扶養に関する手続きの案内 

 

（２）産前産後休暇について【出産する職員】 

 出産に伴い、産前産後休暇を取得できます。産前休暇は本人の請求に基づくものですが、産後休 

暇は母体保護のため、休暇を取得することが義務づけられています。なお、出産とは妊娠満１２週

（８５日）以後の分娩をいい、死産の場合も該当し、産後休暇の取得対象となります。 

 

産前休暇 

（特別休暇） 

 

有給 

 

■期間 

 出産予定日の８週間（多胎妊娠の場合は１４週間）前から出産日まで 

 （産前休暇期間は予定日を含んだ８週間前の日から）  

■手続（紙様式での提出と勤怠システムへの入力が必要です）  

 ・「産前休暇請求書兼産後休暇届」と「出産予定日を証明する医師の証明書（コピ

ー可）」を前日までに所属長経由で人事主管課へ 

・勤怠管理システム→【服務＞妊娠・育児・介護＞産前産後休暇】にて「産前休暇

請求書兼産後休暇届」の内容を申請してください 

産後休暇 

（特別休暇） 

 

有給 

 

■期間 

 出産日の翌日から８週間  

■手続（紙様式での提出と勤怠システムへの入力が必要です） 

 ・「産前休暇請求書兼産後休暇届」と「出産日を証明する書面（コピー可）」（出産

（生）証明書の写しなど医師又は助産師の証明のあるもの）を出産後速やかに所

属長経由で人事主管課へ 

・（出産予定日と出産日が違う場合、勤怠管理システム→【服務＞妊娠・育児・介

護＞実績入力（出産情報）】にて出産日を入力し、産前休暇を確定させてから）勤

怠管理システム→【服務＞妊娠・育児・介護＞産前産後休暇】にて「産前休暇請求

書兼産後休暇届」の内容を申請してください 
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【支援の流れ】 

（３）育児休業者復帰支援プログラム【育児休業を取得する職員】 

   育児休業者がスムーズに職場復帰できるよう支援するプログラムです。また、「仕事と育児

の両立」への不安を和らげ、心と体をサポートするため、各機関の相談窓口を案内し、休業中

にも利用できるようにしています。 

 

 

 

 

① 育児休業等開始前：面談【概ね休業等開始１か月前に実施】 

職場を離れることへの不安を解消するために、育児休業の期間中に職場にどのような支

援（業務等に関する情報提供や定期的な連絡）を行ってもらうか、所属長（又は所長、

園長や係長等）と話し合います。 

 

② 育児休業期間中：円滑な職場復帰に向けた支援を受ける 

職場から「業務等に関する情報提供」や「定期的な連絡（コミュニケーション）」など、 

円滑に職場復帰するために必要な支援を受けます。 

 

③ 職場復帰時：面談【育児休業からの復帰日等に実施】 

職場復帰支援研修（担当業務の最新の状況や、必要な知識などを学ぶ職場研修）の目標

及び内容・実施日時等について、所属長（又は所長、園長や係長等）と話し合います。 

 

④ 復帰支援研修終了後：面談【復帰後概ね１月後に実施】 

職場復帰の状況や、そのほか必要な支援などについて、所属長（又は所長、園長や係長

等）と話し合います。 

 

 

 

 

 

（４）配偶者の出産休暇について【配偶者が出産する職員】 

  配偶者（事実婚を含む）の出産に伴い下記期間内において取得できます。出産の立会いや母子

の退院付添いなどに使用できます。 

 

 

 

配偶者の 

出産休暇 
（特別休暇） 

 

有給 

 

■期間 

 配偶者が出産のために入院する等の日から出産後２週間まで 

■取得単位 

 ３日（１日又は１時間）の範囲内  連続していなくても可 

■手続 

勤怠管理システム→【服務＞妊娠・育児・介護＞配偶者の出産】にて 

申請してください 

積極的に休暇を取得

して出産後の育児に

協力しましょう 
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（５）職員の育児参加休暇について【配偶者が出産する職員】 

  配偶者（事実婚を含む）が出産する場合に、その出産に係る子、或いは上の子（小学校就学前

の子（配偶者の子を含む））の養育のため、下記期間内において取得できます。 

 

（６）出産に関する給付について 

  下記の給付を受けられますので、忘れずに請求方法を確認しましょう。 

区分 名称 金額等 提出書類 

市町村 

職員共済 

組合員 

出産費 1児につき 500,000

円 
※2 

出産費・家族出産費等請求書 

■提出先 

市長部局・教育委員会等：職員

課福利厚生係 

消防局：消防局総務課総務係 

医療センター：医療センター総

務課 

出産費附加金 20,000 円 

妊婦保健助成金 5,000 円 

被扶養者 

 

家族出産費 1児につき  500,000

円 
※2 

家族出産費附加金 20,000 円 

妊婦保健助成金 

※１ 

5,000 円 

公立学校 

共済 

組合員 

出産費 1児につき 500,000

円 
※2 

出産費・家族出産費等請求書 

 

■提出先 

学校事務担当者 出産費附加金 50,000 円 

被扶養者 

家族出産費 1児につき 500,000

円 
※2 

家族出産費附加金 50,000 円 

千葉県市町村職員 

互助会 

出産費助成金 1児につき   20,000

円 

市町村職員共済の加入者は出

産費・家族出産費等請求書に基

づき自動的に支給されるが、公

立学校共済の加入者は申請が

必要 
 

※１ 妊婦保健助成金について 

出産費・家族出産費の請求があったときに、妊婦保健助成金の請求があったものとします。妊娠４か

月未満の異常分娩又は母体保護法に基づく妊娠４か月未満の胎児の人工妊娠中絶手術をした場合につ

いても交付要件の対象です。この場合は、妊婦保健助成金交付申請書を共済事務担当課へご提出くださ

職員の 

育児参加休暇 
（特別休暇） 

 

有給 

 

■期間 

 第１子目    配偶者の出産の日以後１年の間 

 第２子目以降  配偶者の産前休暇期間中及び出産の日以後１年間の間 

■取得単位  

５日（１日又は１時間）の範囲内  連続していなくても可 

■手続 

 勤怠管理システム→【服務＞妊娠・育児・介護＞男性職員の育児参加休暇】 

にて申請してください 

※年次有給休暇との連続取得も可能です 
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い。（４か月＝８５日） 

※２ 産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は 488,000円 

【直接支払制度】 

医療機関等の窓口で、出産費用から出産費（家族出産費）の額を控除した額を支払うこととなり、

出産時における経済的負担が軽減される制度です。 

 

（７）保険証の扶養認定・給与の扶養手当・児童手当・税の扶養について 

子どもが誕生したら、夫婦のどちらで扶養を申請するか確認し、必要書類を提出してください。 

 

 扶養手当 児童手当 

申請できる人 原則夫婦のうち、収入が高い方（保険証の扶養も同様） 

対象年齢 ２２歳の３月まで 高校生年代まで 

支給額 

１人につき月 11,500 円 

（１５歳の４月～２２歳の３月までの

子は月 16,500 円） 

１人につき年齢や子の人数に応じて、 

月 10,000円～30,000円 

支給時期 毎月 
偶数月（４月・６月・８月・１０月・１

２月・２月） 

提出書類 

■全員共通 

 扶養親族届・被扶養者申告書・扶養控除申告書・マイナンバー申告書・生まれた

子を含む住民票（世帯全員、マイナンバー入） 

※共通の書類に加え、状況に応じて以下の書類も必要です 

配偶者を扶養に入れている 配偶者を扶養に入れていない 

第１子 第２子以降 
配偶者が 

船橋市職員 

配偶者が船橋市職員

ではない 

・児童手当認定

請求書 

・所得証明書 

（夫婦分） 

・児童手当認定 

請求書（増額用） 

・児童手当認定

請求書（第２子

以降は増額用） 

・所得証明書

（夫婦分） 

・児童手当認定請求書

（第２子以降は増額

用） 

・所得証明書（夫婦分） 

・配偶者の直近３か月

分の給与明細書の写

し 

・配偶者の会社からの

不支給証明書（社印が

押してあるもの） 

提出先 

市長部局・教育委員会等：職員課給与係・福利厚生係 

消防局：消防局・総務課総務係・財務課経理係 

医療センター：医療センター総務課 

提出期限 

扶養親族届及び児童手当認定請求書は出生から１５日以内 

その他の書類については、出生から３０日以内 

※すべての書類がそろってから、保険証発行の手続きが始まりますので、出産前に

提出書類を確認し、必要がある場合は、予め配偶者の会社に連絡する等の準備をお

願いします。 



9 

 

育児休業 

 

（１）管理職員の方へお願いします 

以下のことにご配慮ください。 

 

（２）育児休業について 

子どもを養育する職員は下記の期間内について、１人の子につき２回まで（産後パパ育休を２

回取得した場合は合計４回まで）育児休業を取得することができます（令和４年１０月改正）。 

 

配偶者が専業主婦（主夫）であっても、夫婦同時であっても育児休業を取得することができま

す。なお、保育園に入園するなど子どもを養育しなくなった場合は育児休業から復帰しなければ

なりません。 

双子の場合等、１人の子の育児休業中に他の子についても養育している場合は、他の子につい

ても育児休業を取得したとみなされます。１人の子につき２回まで育児休業を取得できるとして

いますが、双子なら４回（２回×２人分）育児休業できるというものではありません。 

 

※育児休業の延長について 
 子どもが３歳に達するまでの間であれば、最初に承認された期間を１回に限り延長できます。

延長を希望する場合は、延長の 1 か月前までに再度、「育児休業承認請求書」を提出してくださ

い。なお、配偶者の入院や別居等、１回目の延長請求の際には予測できなかった事実が生じた場

合、再度期間を延長することができる場合があります。 

※再度の育児休業について 
  育児休業は特別の事情がない限り、１人の子について２回まで認められますが、次のような場

合は３回目以降の育児休業が認められます。 

（ア）産後パパ育休 

子の出生の日から５７日間以内に、父親である職員が、育児休業を開始し、かつ、その期間

内に終了した場合（産後パパ育休）、同期間内に２回まで産後パパ育休をすることができ、特別

の事情がなくても、同じ子においてさらに育児休業をすることができます。 

育児休業 

 
無給 

※手当あり 

 

■期間 

 男性職員  子が生まれた日～子の３歳の誕生日の前日 

 女性職員  産後休暇の翌日～子の３歳の誕生日の前日 

■手続（紙様式での提出と勤怠システムへの入力が必要です。）  

・「育児休業承認請求書」と「子の氏名、請求者との続柄、生年月日を証明する書類

（コピー可）」を１か月（子の出生の日から５７日間以内の産後パパ育休にあたる

育児休業の場合は、２週間）前までに所属長経由で人事主管課へ 

・勤怠管理システム→【服務＞妊娠・育児・介護＞育児休業】にて「育児休業承認

請求書」の内容を申請してください 

〇事前に育児休業等の制度周知と『育児休業取得意向確認書』による育児休業取得の意向 

確認をするようにしてください。 

〇育児休業中は、本人宛の文書を定期的に送付するとともに、市全体の情報や担当業務に

関する情報を随時提供するようにしてください。 
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（イ）前の育児休業から復帰する際に予測できなかった事実が生じた場合 

予測できなかった事実とは配偶者の入院や別居等があげられます。 

 ※「育児休業計画書」の提出は不要になりました（令和４年１０月改正） 

 

 

※育児休業と慣らし保育 
 子どもを保育園等に預けることになった場合、育児休業から復帰する必要があります。ただし 

多くの場合、入園当初に預ける時間を段階的に延長する「慣らし保育」の制度があり、この期間も

子どもを養育する職員の負担は大きいと考えられるため、「慣らし保育」期間中も育児休業を認め

ています。 

 ただし、子どもの状況や保育園のルールによって「慣らし保育」の保育時間や期間に差があるよ

うですが、市職員の育児休業として認められる期間は最長で２週間です。 

 

（例）４/１入園の場合 

①慣らし保育の期間 ４/１～４/７  ⇒ ４/１～４/７まで育児休業、４/８職場復帰 

②慣らし保育の期間 ４/１～４/１４ ⇒ ４/１～４/１４まで育児休業、４/１５職場復帰 

③慣らし保育の期間 ４/１～４/３０ ⇒ ４/１～４/１４まで育児休業、４/１５職場復帰 
 

 

（３）育児休業手当金等について 

育児休業中は給与が支給されません。 

その間の経済的支援のため、下記のような手当金があります。 

育児休業手当金 

【共済組合】 

 

■支給期間 

 ・育児休業の開始日～子どもの１歳の誕生日の前日 

※育児休業の対象となる子の１歳の誕生日の前日までに保育所への入所を

申請したが（入所希望日は１歳の誕生日以前）、入所できなかった場合等は、

申し出により１歳６カ月に達する日まで延長が可能です。さらに１歳６カ

月に達する日までに保育所への入所を申請したが（入所希望日は１歳６カ

月に達する日の翌日以前）、入所できなかった場合等は、申し出により２歳

に達する日まで延長が可能です。 

【両親が共に育児休業をする場合】 

 ・父親の手当金支給可能期間（範囲）は、育児休業の開始日～子どもの年齢

が１歳２カ月に達する日まで（支給される期間は最長１年間） 

※育児休業手当金支給終了日までに保育所への入所を申請したが（入所希

望日は育児休業手当金支給終了日の翌日以前）、入所できなかった場合等

は、申し出により１歳６カ月に達する日まで延長が可能です。さらに１歳６

カ月に達する日までに保育所への入所を申請したが（入所希望日は１歳６

カ月に達する日の翌日以前）、入所できなかった場合等は、申し出により２

歳に達する日まで延長が可能です。 

※〇歳に達する日＝〇歳の誕生日前日 

 

 

■支給額（上限あり） 

 ・休業開始～１８０日（土日を含む日数）に達する日まで 
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  標準報酬の月額×２２分の１×１００分の６７ 

  ※上限日額 14,334円（令和６年８月１日～） 

・１８１日以降（土日を含む日数） 

   標準報酬の月額×２２分の１×１００分の５０ 

  ※上限日額 10,697円（令和６年８月１日～） 

■手続 

 「育児休業手当金請求書」を共済事務担当課へ 

※育児休業手当金を受給中に育児休業期間を短縮（共済組合へ提出していた 

育児休業手当金請求書に記載の請求期間よりも育児休業期間が短くなる）ま 

たは、保育所へ入所できなかった場合等により育児休業手当金の受給期間を 

延長する場合は再度「育児休業手当金請求書」を提出する必要があります。 

【共済事務担当課】 

市長部局・教育委員会等：職員課福利厚生係 

消防局：消防局総務課総務係 

医療センター：医療センター総務課 

■提出期限：育児休業に入る月の前月１５日 

     育児休業期間終了月の前月１５日（短縮する場合） 

※提出期限までに間に合わない場合は事前に共済事務担当課へご連絡ください。 

育児休業 

支援手当金 

【共済組合】 

■支給期間 

 ・請求期間は最大で２８日（週休日を含み、給付は週休日を除く。） 

 ※組合員及び配偶者が出産日から起算して５７日以内、産後休業等を取得

したときは出産日から起算して１１３日以内）にいずれも育児休業等を

１４日（週休日を含む）以上取得、又は配偶者が育児休業に係る子につい

て産後休業等を取得した場合等に請求できる。 

■支給額（上限あり） 

標準報酬の月額×２２分の１×１００分の１３ 

 ※上限日額２，７８１円（令和７年４月１日～） 

■手続き 

 ①育児休業支援手当金請求書 

②配偶者の育児（産後）休業等の証明書の写し 

 ③母子健康手帳（出生届出済証明のページの写し）又は配偶者（続柄）の 

記載のある住民票の写し 

 以上を共済事務担当課へ提出 

【共済事務担当課】 

市長部局・教育委員会等：職員課福利厚生係 

消防局：消防局総務課総務係 

医療センター：医療センター総務課 

■提出期限：請求時効を超えない期間内 

※給付を受ける権利の消滅時効：給付事由の生じた日から２年間 

※請求日を過ぎてからでないとご提出いただけません。 

（例：４月１４日まで育児休業を取得していた場合は４月１４日以降にご提

出ください。） 
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育児休暇助成金

【千葉県市町村

職員互助会】 

■支給期間 

 育児休業手当金の支給期間後の育児休業期間（１歳以降（育児休業手当金の

受給期間を延長した場合は１歳６カ月もしくは２歳以降））  

■支給額 

 １日つき 300円（勤務を要しない日を除く） 

■提出書類 

 「育児休暇助成金請求書」 

■添付書類 

 育児休業に関する市町村等の長の証明書（育児休業期間すべての期間の辞

令の写し等） 

■提出先 

【共済事務担当課】 

市長部局・教育委員会等：職員課福利厚生係 

消防局：消防局総務課総務係 

医療センター：医療センター総務課 

■提出期限：請求時効を超えない期間内 

※給付を受ける権利の消滅時効：給付事由の生じた日から２年間 

※請求日を過ぎてからでないとご提出いただけません。 

（例：４月１４日まで育児休業を取得していた場合は４月１４日以降にご

提出ください。） 
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（４）育児休業中の諸控除について 

毎月給与から控除されていた掛金等について、育児休業期間中の取り扱いは以下のとおりです。 

（ア）共済組合掛金 

産前産後期間（産前休暇は出産予定日の前４２日間）及び育児休業期間については、

掛金が申し出により免除されます。 

＜育児休業期間の掛金免除について＞ 

①育児休業開始月と育児休業終了日の翌日が属する月が異なる場合 

→育児休業開始月から育児休業終了日の翌日が属する月の前月までの月の掛金が免除

になります。 

（例）育児休業開始 １０月１日  育児休業終了 １１月１５日 

   ⇒１０月分の掛金が免除 

②育児休業開始月と育児休業終了日の翌日が属する月が同一であり、かつ、育児休業

の日数が１４日以上の場合 

→当該月の掛金が免除になります。 

（例）育児休業開始 １０月１日  育児休業終了 １０月２７日 

   ⇒１０月分の掛金が免除 

③期末手当等に係る掛金については、育児休業期間が１月を超える場合に限り免除に

なります。 

（例）育児休業期間（６月１日～６月３０日）⇒掛金徴収 

（例）育児休業期間（６月１日～７月１日） ⇒掛金免除 

※②及び③については、令和４年１０月１日以降に開始する育児休業について適用さ

れます。 

 

■提出書類 

産前産後休業掛金免除申出書、産前産後休業掛金免除（変更）申出書、育児休業掛

金免除申出書 

 

■提出期限 

産前産後休業掛金免除申出書：産前休暇に入る月の前月１５日 

 産前産後休業掛金免除（変更）申出書：育児休業に入る月の前月１５日 

 育児休業掛金免除申出書：育児休業に入る月の前月１５日 

             育児休業期間終了月の前月１５日（短縮する場合） 

※育児休業手当金を受給中に育児休業期間を短縮する（共済組合へ提出していた育

児休業手当金請求書に記載の請求期間よりも育児休業期間が短くなる）場合は、再

度「育児休業掛金免除申出書」を提出する必要があります。 

※提出期限までに間に合わない場合は事前に共済事務担当課へご連絡ください。 

 

■提出先 

【共済事務担当課】 

市長部局・教育委員会等：職員課福利厚生係 

消防局：消防局総務課総務係 

医療センター：医療センター総務課 

 

（イ）給与から控除していた保険料等の諸控除 

 育児休業期間中は、給与等が支給されないため、給与から控除していた各種保険料、貸付に

係る償還金等の支払いについては以下のとおりです。 
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復職にあたって 

 

（１）管理職員の方へお願いします 

以下のことについて面談時に話し合い、ご配慮ください。 

 

（２）育児時間の取得について 

育児時間は、１歳未満の子の保育のために取得できます。部分休業と併用することもできます。

（育児時間と部分休業を併せて１２０分まで） 

男性職員も取得することができますが、配偶者が保育できない場合に限られます。 

 

 

名称 徴収 備考 

市長会任意共済 有  

市長会個人年金 有 申し出により中断できる 

共済組合掛金 申し出により支払免除 

県互助会掛金 有  

共済貸付 有 申し出により支払猶予有 

物資購入 有       〃 

各種任意保険 有 加入者のみ徴収 

共済貯金 無 加入者は中断 

※指定口座へ振り込んでいただきます。 

内容、金額及び振込先は、毎月通知文をお送りしてお知らせします 

育児時間 
（特別休暇） 

 
有給 

 

■期間 

 男性職員  子の生まれた日～子の１歳の誕生日の前日 

女性職員  産後休暇の翌日～子の１歳の誕生日の前日 

■時間 

 １日２回、１日９０分（３０分以上につき１５分単位）まで 

■手続 

勤怠管理システム→【服務＞妊娠・育児・介護＞育児時間】にて申請してく

ださい 

※配偶者と同一の時間帯に育児時間を取得することはできません。配偶者が部

分休業や短時間勤務制度の適用を受けている場合、同じ時間帯に取得するこ

とはできません。 

※年次有給休暇との連続取得はできません 

○職場復帰支援研修の実施（育児休業者復帰支援プログラム） 

○部分休業や育児短時間勤務制度について 

○勤務体制の変更（変則勤務の活用や、深夜勤務や時間外勤務について） 

○子の看護休暇を取得しやすい職場環境づくり 



15 

 

（３）部分休業について 

部分休業は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための制度です（公務の運営に支

障がないと認められる場合に限ります）。育児時間と併用することもできます（育児時間と部分

休業を併せて１２０分まで）。配偶者が部分休業などの短時間勤務制度を利用している場合、同

じ時間帯に取得することもできます。 
 

部分休業 

 
無給 

■期間 

 男性職員  子の生まれた日～子が小学校就学の始期に達する日 

女性職員  産後休暇の翌日～子が小学校就学の始期に達する日 

             （６歳になった年度の３月３１日まで） 

■時間 

 ３０分単位で１日につき２時間以内 

■手続 （紙様式での提出と勤怠システムへの入力が必要です） 

・「部分休業承認請求書」と「子の氏名、請求者との続柄、生年月日を証明する書

類（コピー可）」を前日までに所属長経由で人事主管課へ 

・勤怠管理システム→【服務＞妊娠・育児・介護＞部分休業】にて「部分休業承認

請求書」の内容を申請してください 

※異動により所属が変わった場合、異動した先の所属でも部分休業を取得するには、

再度新たな所属での手続きが必要です。 

■報告 

勤怠管理システム→【服務＞実績管理＞実績入力（休暇等）】にて実績を入力して

ください 

※年次有給休暇との連続取得はできません 

 

（３-２） 子育て部分休暇について 

子育て部分休暇は、小学校就学の始期から満９歳に達する日以後の最初の３月３１日までの子

を養育するための制度です（公務の運営に支障がないと認められる場合に限ります）。年齢以外

の制度内容は部分休業と同様です。 

 

子育て 

部分休暇 

 
無給 

■期間 

 小学校就学の始期～子が満９歳に達する日以後の最初の３月３１日 

■時間 

 ３０分単位で１日につき２時間以内 

■手続 （紙様式での提出と勤怠システムへの入力が必要です） 

・「子育て部分休暇承認請求書」と「子の氏名、請求者との続柄、生年月日を証明

する書類（コピー可）」を前日までに所属長経由で人事主管課へ 

・勤怠管理システム→【服務＞妊娠・育児・介護＞部分休業・子育て部分休暇】に

て「子育て部分休暇承認請求書」の内容を申請してください 

※異動により所属が変わった場合、異動した先の所属でも子育て部分休暇を取得する

には、再度新たな所属での手続きが必要です。 

■報告 

勤怠管理システム→【服務＞実績管理＞実績入力（休暇等）】にて実績を入力して

ください ※年次有給休暇との連続取得はできません 
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（４）育児短時間勤務について 

育児短時間勤務は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために、規定する勤務形態

により、希望する日及び希望する時間帯で勤務することができる制度です。 

 

① 交代制勤務職員以外の職員（本庁勤務職員等）の場合 
 

 勤務時間／週 勤務日数／週 勤務時間／日 週休日 

１） １９時間３５分 ５日 ３時間５５分 土・日 

２） ２４時間３５分 ５日 ４時間５５分 土・日 

３） ２３時間１５分 ３日 ７時間４５分 

土・日及び月～金

のうち２日 ４） １９時間２５分 ３日 

週３日のうち 

７時間４５分が２日 

３時間５５分が１日 

 

 

②交代制勤務職員の場合 

※勤務日が連続して１２日を超える、又は１回の勤務が１５時間３０分を超える勤務形態を請求

することはできません。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
勤務時間／週 週休日 

１） 

１９時間２５分 

１９時間３５分 

２３時間１５分 

２４時間３５分 

４週間ごとの期間につき８日以上 

２） 

１９時間２５分 

１９時間３５分 

２３時間１５分 

２４時間３５分 

１週間当たり１日以上 

毎４週間につき４日以上 

育児短時間

勤務 

 
無給 

■対象期間 

 男性職員 子が生まれた日～子が小学校就学の始期に達する日 

 女性職員 産後休暇の翌日～子が小学校就学の始期に達する日 

（６歳となった年度の３月３１日まで） 

■期間 

 １月以上１年以内の期間 

■手続 

「育児短時間勤務承認請求書」と「子の氏名、請求者との続柄、生年月日

を証明する書類（コピー可）」を１か月前までに所属長経由で人事主管課へ 
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（５）変則勤務制度について 
 

変則勤務 

制度 

 

 

■対象  

 一部の所属を除く全職員 

■内容 

 柔軟な勤務パターンをあらかじめ設定することにより、子育て中の職員や

所属の状況に応じた勤務時間の割振りを可能とする制度です 

■変則勤務パターン 

 変則①  ７：４５～１６：１５ （休憩 １１：１５～１２：００） 

変則②  ８：１５～１６：４５ （休憩 １１：４５～１２：３０） 

変則③  ９：１５～１７：４５ （休憩 １２：４５～１３：３０） 

変則④  ９：４５～１８：１５ （休憩 １３：１５～１４：００） 

変則⑤ １０：３０～１９：００ （休憩 １４：００～１４：４５） 

■手続 

 本人からの申出に基づき、所属長が勤務時間を割り振り、原則一週間前ま

でにシフトを確定させる。 

勤怠管理システム→【シフト作成＞勤務予定修正】にて変則勤務時間①～

⑤を入力してください 

 

（６）深夜勤務および時間外勤務の制限等について 

小学校就学の始期に

達するまでの子を養

育する職員 
 

時間外勤務の制限（免除） 

■内容 

免除 請求した職員の業務を処理するための措置を講じることが著し

く困難な場合を除き、所属長は時間外勤務をさせないものとす

る 

制限 請求をした職員の業務を処理するための措置を講じることが著

しく困難である場合を除き、制限時間（１月につき１３時間、

１年について１５０時間）を超えて、時間外勤務をさせないも

のとする 

■請求期間 

 １年以内（１月単位） 

■手続 

「深夜勤務・時間外勤務制限請求書」を前日までに所属長へ 

※異動した場合、異動した先の所属でも免除が必要な場合は、再度新た

な所属での手続きが必要です。 
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深夜における勤務の制限 

■内容 

 公務の運営に支障がある場合を除き、職員から請求があった際には、

深夜（午後１０時から翌日の午前５時までの間）における勤務をさせな

いものとする。 

※深夜に、常態として配偶者が子を養育できる場合は請求できません。 

■請求期間  

 ６か月以内の期間 

■手続 

「深夜勤務・時間外勤務制限請求書」を１か月前までに所属長へ 

※異動により所属が変わった場合、異動した先の所属でも制限が必要な

場合は、再度新たな所属での手続きが必要です。 

 

（７）子の看護等休暇の取得について 

   中学校就学前までの子又は身体障害者手帳等の交付を受けている１８歳に達する日以後の

最初の３月３１日までの間にある子を養育する職員が、負傷し又は疾病にかかったその子の看

病のために取得できる休暇です。職員以外に看護可能な家族がいる場合でも、職員が看護を行

う必要がある場合は取得できます。 
 

子の看護休暇 
（特別休暇） 

 

有給 

 

■看護の対象となる子 

 中学校就学前までの子又は身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉

手帳の交付を受けている１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間に

ある子 

■事由 

 子の看護、健康診断、予防接種、感染症による学級閉鎖または出席停止、学

校行事（入園、卒園、入学、卒業と同性質の式典が対象、授業参観や運動会

等の行事は含まない） 

■付与日数 

対象となる子が１人の場合⇒５日まで、２人以上⇒１０日まで 

■単位 

１日又は１時間 

■申請方法 

勤怠管理システム→【服務＞妊娠・育児・介護＞子の看護休暇】にて申請し

てください。 
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（８）育児時短勤務手当金について 

育児時短勤務 

手当金 

【共済組合】 

■支給期間 

 ２歳に満たない子を養育するために育児時短勤務（育児短時間勤務・部分休

業）を取得しており、かつ報酬が減額となった期間 

■支給額（上限額、下限額あり） 

 ・支払対象月の報酬が１００分の９０未満 

  対象月の報酬額×１００分の１０ 

 ・支払い対象月の報酬が１００分の９０を超える 

  対象月の報酬額×逓減率 

 ※逓減率…標準報酬月額と報酬額から算定される１００分の１０ 

      を越えない率 

 ※限度額（令和７年４月１日～） 

支給限度額：４５９，０００円 

  標準報酬月額の上限額：４７０，７００円 

  最低限度額：２，２９５円 

■提出書類 

 ・育児時短勤務手当金請求書 

 ・母子健康手帳（出生届出済証明のページの写し）・住民票記載事項証明書・

戸籍謄本等、子との関係と年齢が 

わかる書類の写し 

■提出期限：請求時効を超えない期間内 

※給付を受ける権利の消滅時効：給付事由の生じた日から２年間 

※請求期間の暦月毎にその月の翌月以降に提出 

（例：４月１日から４月３０日まで育児時短勤務を行っていた場合は 

５月１日以降にご提出ください。） 

 

（９）育児休業等終了時改定について 

育児休業等を終了した組合員が、育児休業等終了日にその育児休業等に係る３歳に満たない子

を養育する場合に、共済組合へ標準報酬育児休業等終了時改定申出書により申出をしたときは、

育児休業等終了日の翌日が属する月以後３か月間（支払基礎日数が１７日未満の月は除く）に受

けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を改定します。 
 

育児休業等 

終了時改定 

【共済組合】 

 

■対象者 

育児休業等終了日にその育児休業等に係る３歳に満たない子を養育し、育児

休業等終了後に育児部分休業や育児短時間勤務に伴う勤務時間の短縮等によ

り報酬が低下した方等 

※報酬が低下した条件を育児に限定していないため、時間外勤務手当や通勤

手当等が減少した場合も対象 

※また、規定上は報酬の増減にも言及していないため、申し出があれば復職

調整等により報酬上がった場合でも、育児休業等終了時改定を行うことは可

能です。（標準報酬が上がった場合は、共済組合掛金も上がりますのでお気を

付けください。） 
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■提出期限 

 育児休業終了日の翌日が属する月以降３か月目の末日 

 （例：４月１５日復帰⇒６月３０日まで） 

■手続  

標準報酬育児休業等終了時改定申出書を提出 

■提出先 

【共済事務担当課】 

市長部局・教育委員会等：職員課福利厚生係 

消防局：消防局総務課総務係 

医療センター：医療センター総務課 

 

（１０）３歳に満たない子を養育する組合員等の給付算定基礎額の計算の特例（養育特例） 

組合員が、３歳未満の子を養育している期間中の標準報酬月額が、養育期間前の標準報酬月額

（従前標準報酬月額）を下回ったときは、組合員からの申出により年金額の計算においては従前

標準報酬月額を適用させることができます。（短期給付の算定の基礎となる標準報酬月額には適

用されません。） 
 

養育特例 

【共済組合】 

■対象者 

３歳未満の子と同居し、養育している組合員 

※育児休業等の取得の有無とは関係ありませんが、掛金免除期間は養育特例

が適用されません。（掛金免除期間は養育特例期間に該当しません） 

※子については扶養認定されていない子も対象になります。 

父母ともに組合員で３歳未満の子と同居し養育している場合、父母どちらに

も適用することができます。 

■手続  

標準報酬育児休業等終了時改定申出書を提出 

■添付書類 

 ・子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすること 

ができる戸籍記載事項証明書または戸籍謄（抄）本 

 ・世帯全員の住民票 

 ※上記２点については、提出日から９０日以内に発行されたもの 

■養育特例を受けることができる期間 

３歳に満たない子を養育することとなった日の属する月から、下記のいずれ

かに該当した日の翌日の属する月の前月までの期間 

※養育することとなった日は、子を出生したとき、子を養子としたとき、別

居していた子と同居することとなったとき等になります。 

①養育している子が３歳に達したとき 

②組合員が死亡したとき、または退職したとき 

③他の３歳に満たない子（養育特例を受けることとなる子）を養育すること

となったとき 

④子が死亡したとき、または子を養育しないこととなったとき 

⑤育児休業（掛金免除）を開始したとき 



21 

 

⑥産前産後休業（掛金免除）を開始したとき 

⑦被保険者が７０歳に到達したとき 

※③～⑥の事由により終了する場合は、養育期間標準報酬月額特例申出書・

終了届出書の提出が必要となります。③、⑤、⑥の場合終了時の添付書類は

原則不要ですが、④の場合、養育しないこととなった日を確認できる添付書

類が必要です。①、②、⑦の事由により終了する場合は養育期間標準報酬月

額特例申出書・終了届出書の提出は不要です。 

■提出先 

【共済事務担当課】 

市長部局・教育委員会等：職員課福利厚生係 

消防局：消防局総務課総務係 

医療センター：医療センター総務課 

■その他 

２年間は遡及することが可能です。申出書提出月から２年以上前の期間につ

いては養育特例が適用されませんので、ご注意ください。 

 

（１１）入学祝金について 
 

区分 金額等 提出書類 

千葉県市町村職

員互助会 

小中高 ５千円 

中高卒就職 １万円 

 

 

千葉県市町村職員互助会に扶養認定されて

いる子どもが入学したときは、自動的に扶

養に入れている千葉県市町村職員互助会会

員に支給されます。 

中学校・高校卒業時に就職したとき等は、

別途就職祝金請求書にて請求が必要になり

ます。共済事務担当課へご連絡ください。 

 



子育て支援に係る休暇制度・給付金一覧(令和７年４月～)

　　妊娠 出産 1歳 2歳 3歳

子育て部分休暇

子育て
部分休暇

育児時短勤務手当金

42日間 入学祝金 入学祝金

□勤務体制の変更（深夜・時間外勤務）□産前休暇など必要書類の確認 □産後休暇など必要書類の確認 （復職後）

□勤務緩和措置の希望の有無 □育児休業の取得予定期間 □育児休業承認請求書の提出 □職場復帰支援研修の実施

□体に負担のかからない業務の割り当て□育児休業者復帰支援プログラム □育児休業中の連絡事項、方法 □部分休業・育児短時間勤務の希望の有無

□産前休暇開始までの担当業務の引継 　の面談等の実施 □出産・育児に関する給付金の手続 □勤務体制の変更（深夜・時間外勤務）

□代替職員配置に関する調整 □子どもの扶養に関する手続 □子の看護休暇を取得しやすい環境づくり

小学校
入学

小学校
4年生

中学校入
学

休
暇
・
制
度

男
性
職
員

配偶者の出産休暇

育児休業

子の看護休暇

※障害のある子（身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の交付を受けている子）を養育する職員については、「その子が18歳に達する最初の3月31日
まで（その障害のある子を看護する場合に限る）」に延長

男性の育児参加休暇

妊婦の休養・補食 子の看護等休暇

育児時間

部分休業・育児短時間勤務

育児休業

深夜勤務の制限・時間外勤務の制限/免除

児童手当

保健指導・健康診査のための休暇 保健指導・健康診査のための休暇

妊婦の勤務緩和措置 育児時間

深夜勤務・時間外勤務の制限 深夜勤務の制限・時間外勤務の制限/免除

上
司
の
方
の

確
認
事
項

※障害のある子（身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の交付を受けている子）を養育する職員について
は、「その子が18歳に達する最初の3月31日まで（その障害のある子を看護する場合に限る）」に延長

部分休業・育児短時間勤務

給
付
金
制
度

共
済
組
合

出産費・出産費附加金・妊婦保健助成金、出産費助成金

育児休業手当金（女性の場合は育児休業開始日から） 育児休暇助成金

共済組合の掛金免除

職
員
課

扶養手当（扶養親族届）

女
性
職
員

産前休暇 産後休暇

育児休業支援手当金



産後のママは・・・
心にもからだにも

大きな負担を抱えてます

 産後6～8週は十分な休養が必要
 ホルモンバランスの急激な変化で、気

持ちの浮き沈みが激しくなる
（マタニティブルーズ）

 慣れない育児で睡眠がとれない
etc…

パパ

ママ

買い物

授乳

長女
保育園迎え 片づけ

長女・長男
入浴

長女
寝かしつ
け

夕食準備

授乳・添い寝

授乳・添い寝

授乳・
長男寝かしつけ

昼食準備

～パパの育休のススメ～
育休を取得してママをサポートしましょう！

➊ママの仕事復帰にあわせてバトンタッチで取れる

➋出産直後とママの仕事復帰にあわせて２回取れる

➌第１子の育休を第２子の妊娠中に取れる

産後休暇

育児休業

育児休業

育児休業

育児休業

産後休暇

出産

第２子出産

8週間

出産

8週間

8週間

産前休暇

育児休業

産後休暇

第１子の育児休業 男性の
育児参加休暇

育児休業

◖こんなタイミングでもパパは育休を取得できます◗

１歳

パパ

パパ

パパ

ママ

ママ

ママ

※産後パパ育休
配偶者の産後休暇期間中に育児休業を開始
し、かつ、その期間内に終了した場合、特別の
事情がなくても、再度の育児休業を取ることができる。

5          6           7           8          9          10         11           12         13         14         15         16 17         18         19         20         21          22         23         24

子の出生日から57日間以内にする育児休業と
それ以外の期間にする育児休業のそれぞれについて
承認を受けた期間が1か月以下のものは期末・勤勉手
当が減額されなくなり〝産後パパ育休”などの短い期
間の育児休業が取りやすくなりました！

朝食準備

長女
保育園送り

掃除・洗たく

起床・長男授乳

◖ある育休中のパパとママの１日◗

長女3才・長男0才

パパが育休を取得して
ママをサポートしよう！

育児に加えて、料理・洗濯・掃除等も

○配偶者の出産休暇・育児参加休暇
・子の看護休暇の活用も



～パパの育休のススメ～
ママの産後休暇期間中に

パパが１か月の育児休業を取得したら

項目 普段の収入

給料 226,100

地域手当 27,132

時間外勤務手当 20,170

住居手当 28,000

通勤手当 10,000

扶養手当 10,000

所得税 -5,830

住民税 -17,000

共済短期 -14,200

共済長期 -27,450

共済福祉 -660

共済退職 -2,250

育児休業手当金 0

育児休業支援手当金 0

合計 255,012

育児休業中の収入

0

0

0

0

0

0

0

-17,000

0

0

0

0

191,898

35,460

210,358

パパが育児休業を長期間取ったら、

家計にどのくらい影響があるんだろう？？

パパ：28歳（2級17号給）/時間外勤務月10時間/標準報酬月額300,000円
・8/1～8/31までの1ヶ月を育児休業した場合でシミュレーション
・育児休業手当金の金額は育休開始後180日までの金額です。
・育児休業支援手当金は出生後57日以内に配偶者が産後休暇等を取得かつ組合員が育児休業を
取得した場合に受給できます。

・産前・産後休暇期間中及び育児休業中は共済費（社会保険料）は免除になります。
・月途中から育児休業を取得した場合、住居手当、通勤手当、扶養手当等は日割り計算になります。
・子の出生日から57日間以内にする育児休業とそれ以外の期間にする育児休業のそれぞれについ
て、承認を受けた期間が1か月以下のものは期末・勤勉手当が減額されません。(令和4年10月改正)

・年度中に勤務実績がある場合に限り、平成29年4月以降に育児休業を取得しても昇給に影響はあ
りません。

◖パパの収入シミュレーション◗

※令和7年４月時点の制度を基に計算



 

 


